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E01 1 軍事空域 B
継
続

本
那覇進入管制区周辺の制限空域の
縮小、または削減をすること

那覇進入管制区周辺の制限空域（W-173、W-174、W-174A、W-178、W-178A、W-185空域）の存在
により、出発到着経路の迂回を強いられている実態があるため。

E01 2 軍事空域 B
継
続

大
本

那覇進入管制区周辺の制限空域開
放について、柔軟かつ迅速な調整が
できるような体制の強化を図ること

那覇進入管制区周辺の制限空域（W-173、W-174、W-174A、W-178、W-178A、W-185空域）の存在
により、悪天候空域回避が困難であるため。

E01 3 軍事空域 B
継
続

大
本

ITRA（岩国臨時留保空域）の低高度
化、および岩国基地周辺の高度制限
を変更すること

当該空域周辺での悪天回避において、ＩＴＲＡが回避飛行の障害であるため。また岩国基地の存在に
より、周辺の空港に着陸する際の高度制限が高く、安全な飛行の障害となっているため。

E01 4 軍事空域 A
新
規

本

ITRA（岩国臨時留保空域）につなが
るコリドーを公示するとともに、運用
状況についての情報提供を、航空会
社に対して行うこと。
また、コリドーに関する情報提供が容
易となるよう、無線通信で使用する
用語を定めること

コリドーの運用状況によっては、航空機（主にプロペラ機）の経済的な運航に影響があり、情報提供
が大変有効であるため。
また、統一の用語を使用することで、通信が簡潔になるたけでなく、状況の正しい理解に繋がるた
め。

E01 5 軍事空域 B
継
続

本

米軍・自衛隊の進入管制区などの返
還・削減を実施すること。とりわけ横
田および岩国空域については管制
業務の航空局への返還を早急に行
わせること

米軍・防衛省が主管する軍民共用空港においては、航空局が一括管制業務を実施する体制が安全
上望ましいと考えるため。

E01 6 軍事空域 B
継
続

本
横田空域の撤廃、低高度化を図るこ
と。あわせて、調整経路の新設を行
うこと

羽田空港出発機、到着機双方において効率的な運用ができず障害となっているため。
それができない場合は、空域の有効的・効率的な活用のために、曜日や時間限定で利用できる調整
経路の新設が必要と考えるため。

2017年度
より要請

E01 7 軍事空域 B
継
続

本 K空域、H空域の低高度化を図ること
K空域、H空域周辺は悪天が発生しやすいにもかかわらず、悪天回避のための低高度への要望に
は、調整に時間がかかり安全な飛行の障害となっているため。

2017年度
より要請

E01 8 軍事空域 A
新
規

本
航空路A590の南大東島付近につい
て、悪天時の回避を容易にすること

南大東島周辺は、積乱雲が発生しやすいことに加えて、訓練空域が経路周辺に設定されており回避
できないことが多く、安全上大きな課題があるため。

E02 1 航空路 A
継
続

本
AKARAコリドーの混雑を解消するこ
と

遅延や気象条件による不安全要素を解消する必要があるため。
2017年度
より要請

E02 2 航空路 A
継
続

東
本

RNAV経路について、全体的にMEA
を下げること

RNAV経路は全体的にMEAが高く設定されており、特に悪天候時においては、MEA未満への高度変
更にかかる経路変更が増え、業務負荷が上がっているため。

2019年度
文言変更

E02 3 航空路 A
新
規

本

正確な移動開始予定時刻の把握を
はじめ、徹底的に管理されたEDCTな
どで、常に交通量を制限し、空域に
余裕を持った状態を維持すること

近年の交通量の増大にる管制官の過負担を防止するため。また、担当機数の増加により、交信速
度の高速化などに伴い管制通信の混雑など招いているだけでなく、航空機側から必要な通信（悪天
回避など）を、適時に行えないことに繋がっているため。
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E02 4 航空路 A
新
規

大
東
本

特定の地点において管制運用上恒
常的に付加している高度制限につい
ては、それを公示すること。
なお、特定の地点での公示が難しい
場合は、空港からの距離に応じて高
度を指定するような方式が導入され
ていることから、あわせて検討するこ
と（例：マニラ空港）

業務移管、管轄空域や訓練空域の関係で管制運用上付加されている高度制限について、特に到着
に向け早い地点で低高度となる制限については、その制限を公示すること。継続降下を前提としてい
る降下計画では、高度制限を守ることが困難なことがあり、運航者・管制官双方の負担となってしま
うため。

E02 5 航空路 A
新
規

本
航空路A590（日本ー東南アジア間）
について、交通容量拡大を図ること

近年の交通量増大によって、当該航空路を経由する場合、管制間隔設定のための出発遅延の発生
や、飛行中も高度変更が許可されないことによる安全性及び快適性の低下などが発生していること
から、容量拡大の対策が必要であるため。

E03 1 ATM B
継
続

本

交通量や天候の変化に応じた適正
な交通流を形成できるよう、要員配
置の改善、運用方式の改善、インフ
ラの整備を行うこと

さらなる安全性向上のため交通流管理の向上、要員配置の改善が必要であると考えるため。

E03 2 ATM A
新
規

本
適正な交通量管理のため、EDCTの
算出起点を、EOBTからTOBTに変更
し、精度向上を図ること

現行のEOBTを起点としたEDCT計算ではなく、TOBTを起点とするものとし、運航者に最新のTOBTを
確実に報告させる方式とすることで、交通量管理の精度向上が期待できるため。

E04 1 ATCコミュニケーション B
継
続

東
本

新潟―松本間および庄内―山形間
のRCAGの改修・強化をすること

左記の低高度ブラインドエリアにより、適切な時期に交信できない事象が発生しているため。
2017年度
より要請

E04 2 ATCコミュニケーション A
新
規

羽
大
東
本

航空機側の無線通信機の不具合に
より、ATC通信ができなくなった場合
に備え、管制機関との緊急用の電話
番号を公示し、無線通信のバックアッ
プとすること

機上でのWifiの普及や衛星電話の搭載が一般化していることから、商用電話を管制機関との通信途
絶時の代替手段の一つとして確立することで、無線通信のバックアップとなり、管制側、パイロット側
ともに、通信途絶時の負担を軽減できるため。

E05 1 管制方式基準 A
新
規

大
東
本

Wake Turbulance Categoryについて
は、運航ごとの最大離陸重量ではな
く、航空機型式ごとの最大離陸重量
による分類とすること。

B767型機において、国内線、国際線の別で最大離陸重量が異なることを理由に、Wake Turbulance 
Categoryを異にする航空会社があり、安全上の脅威となる場合があるため。

E05 2 管制方式基準 A
継
続

大
東
本

ヨーロッパで導入されたRECAT-EU
を参考に、実態に即したWake 
Turbulance Separationの導入をする
こと

実態に即したWake Turbulance Separationを導入し、より安全性と効率性を高める必要があると考え
るため。

2017年度
より要請
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E06 1 各空港 A
新
規

羽
大
東
本

小動物（犬やタヌキなど）の滑走路お
よびその周辺への侵入、発見時にお
ける滑走路の使用の可否について、
統一の基準を示すこと

滑走路およびその周辺で小動物が発見された場合の滑走路使用の可否が空港ごとに異なってい
る。加えて、鳥であれば、滑走路上や滑走路周辺にいても滑走路の使用が継続される一方、動物で
あれば滑走路の使用が中断されるなど、その判断根拠が不明である。このような点を鑑み、滑走路
の使用の可否について、統一の基準を示し、それに基づいた使用をする必要があると考えるため。
なお、ここでいう生物は、すべて生存している状態である。

E06 2 各空港 B
継
続

大
本

高松空港RWY08、徳島空港RWY11
へのRNP AR進入方式の設定を早期
に図ること

夜間は山などのテレインが視認できないことによる不安全要素の低減や、サークリング時の就航率
向上のため。

E06 3 各空港 B
継
続

大
東
本

（各空港共通）
全国の各空港において、非精密進入
のみの設定となっている滑走路へ、
ILS進入方式、RNAV 進入方式もしく
はRNP AR 進入方式を設定するこ
と。特に、神戸空港(RWY27)、山形空
港(RWY19)、壱岐空港、久米島空
港、北大東空港(RWY21)ならびに与
那国空港においては、早期に導入す
ること

精密進入及びＲＮＡＶ進入の設定により、就航率、安全性ともに向上することが期待できるため。

E06 4 各空港 A
継
続

大
東
本

正確な移動開始予定時刻の把握を
はじめ、徹底的に管理されたEDCTな
どで、常に交通量を制限し、空域に
余裕を持った状態を維持すること

近年の交通量の増大にる管制官の過負担を防止するため。また、担当機数の増加により、交信速
度の高速化などに伴い管制通信の混雑など招いているだけでなく、航空機側から必要な通信（悪天
回避など）を、適時に行えないことに繋がっているため。

E02−3と
同様

E07 1
首都圏空港機能強化および関
東空域

A
継
続

東
本

【成田空港の同時平行離陸方式】離
陸直後のパスターミネーターを見直
すこと

離陸直後からトラックによる飛行方式とすることで、同時平行離陸方式での離陸後の変針による接近
を避けることができるため。

文言の修
正

E07 2
首都圏空港機能強化および関
東空域

A
継
続

東
本

【成田空港】地上管制席の管轄境界
をAIPに公示すること

Ground Controlの管制境界をAIPに公示すること（B Hold Line、C Hold Line、S4）。これによりパイ
ロットによる交信の理解度が向上し、円滑な管制業務が期待出来るため。

2017年度
より要請

E07 3
首都圏空港機能強化および関
東空域

B
継
続

東
本

【成田空港】第2ターミナル北東部の
通行に支障が出ている運用を改善す
ること

第2ターミナル北東部、SPOT85、87、100F 周辺部において、プッシュバックにより誘導路を塞ぎ、通
行に支障が出ているため。

2017年度
より要請

E07 4
首都圏空港機能強化および関
東空域

B
継
続

東
本

【成田空港】航空機の運航に影響を
及ぼしうる建設物に関する指針を作
成し、管制塔からのブラインドエリア
の拡大を防止すること

建設物の新設により管制塔からのブラインドエリアが拡大し、航空機の安全で効率的な運航を損なう
事例があったため。

2017年度
より要請
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E07 5
首都圏空港機能強化および関
東空域

A
継
続

東
本

【成田空港】欧州空港を中心に普及
しているTSAT(Target Start Approval 
Time)またはCTOT(Calculated Take 
Off Time)運用を採用すること

TSATやCTOTの導入により、運航者（航空会社、パイロット）にとってハンドリングや運航準備の面
で、メリットが大きいため。加えて、地上の交通量が一定に抑制できることから、管制官にとって業務
負荷が下がるだけでなく、不要な順番待ちの削減につながり、環境面への効果も期待できるため。

2018年度
より要請
2019年度
一部文言
修正

E07 6
首都圏空港機能強化および関
東空域

A
新
規

東
本

【成田空港】騒音軽減方式に定める
最終着陸フラップ角の設定可能地点
を５DMEとすること

安全な着陸のため1000FTでのスタビライズを強く求められている中で、現行の方式はそれを困難と
しているため。

E07 7
首都圏空港機能強化および関
東空域

A
新
規

羽
東
本

【成田空港】進入開始高度の違いに
よるZやYといった複数の進入方式を
設定するのではなく、維持すべき高
度を管制官が指示した上でILS進入
を実施できるようにすることで、各滑
走路につき１つのILS進入方式へと
変更すること

成田空港の着陸滑走路および進入方式は、東京進入管制区へ移管後に提示される。効率的な滑走
路の運用が必要であるため着陸滑走路の提示時期については一定理解するものの、ATISと異なる
進入方式が指定される場合もあり、機上の準備のため外部監視に十分な注意が払えないなどの航
空機の安全な運航に支障が出ているため。

E07 8
首都圏空港機能強化および関
東空域

B
継
続

東
本

【羽田空港】LDA RWY22/23進入に
おいて滑走路正対経路の有効な
Vertical Path Reference設備の強化
を図ること

適切な進入角を提示することにより、滑走路誤認の防止に繋がるため。
2017年度
より要請

E07 9
首都圏空港機能強化および関
東空域

A
継
続

羽
東
本

【羽田空港】Highway Visual RWY34R
において降下する際にGSを参考に
飛行できる方式に改正すること

騒音軽減方式の導入は、地域との共存においても重要なことは理解している。しかし、Highway 
Visual RWY34Rにおいて、CACAO 4000ft aboveの高度制限は、気圧高度によっては、３度角のGPよ
りはるかに高い高度を飛行することとなる。このため、降下、減速へのワークロードが高くなり、関連
機の視認、セパレーションの確保といった本来優先すべき事項への注意が削がれる結果となってい
る。
こうしたことから、GSより高く飛行すれば、CACAO 4000ft aboveが満たされていることとし、ワーク
ロードの低下をはかり、より安全性の向上した進入につなげる必要があるため。

2017年度
より要請
2019年度
一部文言
修正

E07 10
首都圏空港機能強化および関
東空域

B
継
続

東
本

【羽田空港】継続降下させて騒音問
題を解決させる等の運航者の意見を
反映させた方式に改善すること

同一滑走路に対し、計器進入方式がX、Y、Zなど複数設定されており、運航者の負荷となっているた
め。

2017年度
より要請

E07 11
首都圏空港機能強化および関
東空域

A
継
続

東
本

【羽田空港】ILS Y 34L/R APPに接続
するSTARを新設すること

ILS X 34L APPはADDUMからKAIHOまでSTARで繋がっている一方で、ILS Y 34L/R APPはKAIHOま
で航空路で繋がっていることから航空機側のセット方法が異なり、結果としてUMUKIの通過高度を失
念するケースが発生しているため。

2018年度
より要請

E07 12
首都圏空港機能強化および関
東空域

B
継
続

東
本

【羽田空港】到着滑走路については、
運航者が到着に係る十分な準備が
行えるよう早期に決定し、運航者に
通報できる方策を検討すること

運航者が到着に係る十分な準備が行えることでスレットの削減につながるため。
2017年度
より要請
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E07 13
首都圏空港機能強化および関
東空域

A
新
規

羽
東
本

【羽田空港】進入方式VOR Aについ
ては、本邦内における「RNP AR 
APP」や海外の「PRM APP」で実施さ
れているのと同様に、事前にこの進
入方式に特化した模擬飛行装置によ
る訓練を終了していなければ実施出
来ないようにする等、訓練の徹底に
ついて東京国際空港に就航する全て
の航空会社に対して周知を行うこと

進入方式VOR Aに続く滑走路16Lへの着陸は、海外航空会社のパイロットだけでなく、本邦航空会社
のパイロットにとって困難度が高いことから、事前にこの進入方式に特化した模擬飛行装置による訓
練の終了を要件とすることで、より安全の向上が見込めるため。

2018年度
要請にて
緊急要請

E07 14
首都圏空港機能強化および関
東空域

A
新
規

羽
東
本

【羽田空港】進入方式VOR Aについ
ては、進入方式「VOR A」にかかる事
案が連続で発生した原因の究明とそ
の分析を踏まえ、滑走路16L進入に
係る、より安全性の高い新たな方式
を設定すること

進入方式VOR Aに続く滑走路16Lへの着陸は、周回進入区域への進入角度、着陸できない他の滑
走路の存在など困難度が高いことから、これに代わるより容易で・安全性の高い進入方式の設定が
必要であるため。

E07 15
首都圏空港機能強化および関
東空域

A
新
規

羽
東
本

【羽田空港】深夜・早朝時間帯の南
風運用時において滑走路23が使用
できない場合、管制官から航空機に
対し「滑走路22の使用が可能であ
る」旨の情報提供が可能となるように
すること

滑走路22が使用可能である状態にも関わらず、管制官から当該滑走路の使用の示唆ができないこ
とで、困難度の高いVOR Aによる進入を行い、結果として復行などが発生しているため。

E08 1 三沢空港 A
継
続

東
本

SIDによる飛行を基本とした運用とす
ること

SIDの制限にない低高度の高度指示などが不安全要素となっているため。

E09 1 中部空港 A
継
続

大
本

NATCHに相当するFIXを見直すこと
NATCH付近は、特に夏季において積乱雲が発生するため航空機の安全運航に影響があることか
ら、NATCHを海上に移設する、もしくはNATCHに相当するFIXを海上に新設することで、安全性、快
適性を高める必要があるため。

要請項目
を変更

E10 1 大阪空港 A
継
続

大
本

障害物および騒音軽減いずれもクリ
アするSIDの設定をすること

騒音軽減の優先飛行経路方式について、スレットの多い離陸直後のワークロードをさらに高めてい
るため。

E10 2 大阪空港 A
新
規

大
本

運用開始直後の管制承認伝達席で
の通信手法の改善し、１機あたりに
要する通信時間を短縮すること

運用開始直後において、管制承認伝達席での通信が混雑しているため、DHC8-Q400型機などのエ
ンジンスタート後に移動を開始する航空機にとっては、管制承認受領の遅れがそのまま運航の遅れ
につながりやすいため。

E11 1 鳥取空港 B
継
続

大
本

進入方式の新設等対応を講じること RWY28側の進入方式について、雷雲の影響を受けやすいため。

E12 1 福岡空港 A
継
続

大
本

福岡空港における発着枠を平準化
すること

福岡空港では一部時間帯で混雑が著しく、定時制の確保が困難なため。
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E12 2 福岡空港 A
継
続

大
本

福岡進入管制区において空港東側
の空域をレーダー誘導で有効活用で
きるよう、空域を整理すること

効率的な運用のため。

E13 1 長崎空港 B
継
続

大
本

CHIKUGO 2DEPを見直すこと
最初のWayPointで90度ターンがあるが、250ktのBank25度でオーバーシュートし、RNP1が満たせなく
なるため。

E14 1 那覇空港 A
継
続

大
本

嘉手納飛行場との関係による出発／
到着時における1000ft高度制限を改
善すること

1000ftの高度制限は不安全要素であるため。
2017年度
より要請

E14 2 那覇空港 A
新
規

大
本

新滑走路供用開始後の運用方法に
ついて早期に明らかにすること

那覇空港における現状の交通量は、質・量ともに管制官、パイロットに大きな負担であることから、新
滑走路供用後については、その負担を軽減するとともに、自衛隊機と民間機の間に安全かつ効率的
な運用を行う必要があるため。

E14 3 那覇空港 B
継
続

大
本

新滑走路の18側へILSもしくはGLSを
設置すること

新滑走路RWY18にILSまたはGLS（GBASを使用した進入）による進入を設定することで、より安全な
着陸が実施できるため。

E15 1 奄美空港 A
継
続

大
本

奄美空港の混雑の解消にむけ飛行
場管制業務およびターミナルレー
ダー業務の提供をすること

喜界NDB廃止に伴い遅延が増えており、とりわけ悪天時には30分を超える遅延が発生しているた
め。

2017年度
より要請

E16 1 久米島空港 B
継
続

大
本

RNAV/RNP AR RWY 21の設置をす
ること

夜間や悪天時における安全な運航のため。

E17 1 与那国空港 B
継
続

大
本

RNAV/RNP AR RWY 08の設置をす
ること

夜間や悪天時における安全な運航のため。

E18 1 熊本空港 A
継
続

大
本

ランプエリア内におけるプッシュバッ
ク運用を実施すること

ランプエリア内におけるプッシュバック運用を実施することで、効率的な運用が可能となるため。

E19 1 大分空港 B
継
続

大
本

SQRUMおよびYANAIの高度制限を
改善すること

SQRUM 11,000ft, YANAI 8,000ftの管制指示は不安全であるため。

E20 1 青森空港 B
継
続

東
本

AIPに障害物の記載を追加すること。
あわせて、GSIAを高くするなど、障害
物接近を避けるIAPに変更すること

ILS RWY24の最終進入のおいて2000ft程度の山があり、そこに近づく進入となっており、AIPに障害
物周知のため記載が必要であると考えるため。また、障害物接近を避けるIAPに変更することも必要
であると考えるため。

E21 1 新千歳空港 B
継
続

東
本

WPT名を変更すること
ILS01Rで「YOTEI」「YOSEI」「YODAI」と似通ったWPTが使用されており、聞き間違える可能性が高くス
レットとなっているため。

E21 2 新千歳空港 A
継
続

東
本

STARの一部を変更すること
深夜時間帯に使用する「KAORY A ARR」のうち、「C9R52 12,000A」から「C9R54 7,000B」の高度制限
は通常の降下では守ることができないため。

E22 1 岡山空港 B
継
続

大
本

ATISの運用開始をすること 管制官及びパイロットの負担軽減（交信量削減）、および今後の増便が見込まれるため。

E23 1 徳島空港 A
継
続

大
本

海上自衛隊がUHFで運用している
ATIS情報をVHFでも放送すること

交信量削減のため。
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